
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
、
防

衛
関
係
施
設
、
空
港
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
禁
止
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
重
要
施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
し
、
も
っ
て
国
政
の
中
枢
機
能
等
、
良
好
な
国

際
関
係
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
基
盤
並
び
に
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
の
維
持
並
び
に
公
共
の
安

全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

一
　
国
の
重
要
な
施
設
等
と
し
て
次
に
掲
げ
る
施
設

イ
　
国
会
議
事
堂
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
三
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
議
員
会

館
並
び
に
衆
議
院
議
長
及
び
参
議
院
議
長
の
公
邸
そ
の
他
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
（
国
会
に
置
か
れ
る
機
関

の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
会
に
置
か
れ
る

機
関
を
い
う
。）
の
庁
舎
（
国
家
機
関
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
使
用
す
る
建
築
物
（
専
ら
公
園
の

管
理
事
務
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
い
う
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
東
京

都
千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
又
は
二
丁
目
に
所
在
す
る
も
の

ロ
　
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
の
公
邸

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
（
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に

重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生
の
防
止

を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）
に
関
す
る
機
能
を
担
う
国
の
行
政
機
関
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
庁
舎
で
あ
っ
て
当
該
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
の
担
う
危
機
管
理
に
関

す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

ニ
　
最
高
裁
判
所
の
庁
舎
で
あ
っ
て
東
京
都
千
代
田
区
隼
町
に
所
在
す
る
も
の

ホ
　
皇
居
及
び
御
所
で
あ
っ
て
東
京
都
港
区
元
赤
坂
二
丁
目
に
所
在
す
る
も
の

ヘ
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

二
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

三
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

四
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

五
　
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
は
、
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ

い
て
は
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
型
無
人
機
」
と
は
、
飛
行
機
、
回
転
翼
航
空
機
、
滑
空
機
、
飛
行
船
そ
の
他
の
航
空

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
で
あ
っ
て
構
造
上
人
が
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
う
ち
、
遠
隔
操
作
又

は
自
動
操
縦
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
自
動
的
に
操
縦
を
行
う
こ
と
を
い
う
。）
に
よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
を
い
う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
航
空
用
機
器
」
と
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
機
以
外
の
航
空
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
で
あ
っ
て
、
当
該
機
器
を
用
い

て
人
が
飛
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
高
度
又
は
進
路
を
容
易
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。

５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一
　
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
特
定
航
空
用
機
器
を
用
い
て
人
が
飛
行
す
る
こ
と
。

（
国
の
所
有
又
は
管
理
に
属
す
る
対
象
施
設
の
敷
地
等
の
指
定
）

第
三
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
対
象
施
設
の
敷
地
（
一
の
建
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
建
築
物
の
あ
る
一
団
の
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
区
域
を
指
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
衆
議
院
議
長
及
び
参
議
院
議
長
　
そ
の
所
管
に
属
す
る
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
の
敷
地

（
国
会
議
事
堂
の
敷
地
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
部
分
に
限
る
。）

二
　
内
閣
総
理
大
臣
　
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
の
敷
地
及
び
同
号
ホ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
の

区
域
（
一
般
の
利
用
に
供
さ
れ
る
区
域
を
除
く
。）

三
　
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
の
長
　
前
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
の
敷
地

四
　
最
高
裁
判
所
長
官
　
前
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
の
敷
地

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す

る
と
き
は
、
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象

施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定

し
、
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域
（
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
離
島
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及

び
海
上
保
安
庁
長
官
。
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
当
該
対
象
施
設
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
当
該
対
象

施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
に
係
る
対
象
施
設
が
対
象
施
設
で
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
に
係
る
対
象
施
設
の
敷
地
及
び
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
に
係
る
対
象
施
設
の
敷
地
及
び
当
該
対
象

施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
対
象
政
党
事
務
所
の
指
定
等
）

第
四
条
　
総
務
大
臣
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
が
所
属
し
て
い
る
政
党
（
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ

り
政
党
で
あ
る
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
要
請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
を
対
象
政
党
事
務
所
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
総
務
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
を
指
定
す
る
と
き

は
、
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
政
党
事
務

所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
を
指
定
し
、
並

び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
総
務
大
臣
は
、
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
並
び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷

地
並
び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
主
た
る
事
務
所
が
対
象
政
党
事
務
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
政
党
（
次
項
に
お
い
て

「
対
象
政
党
」
と
い
う
。）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
対
象
政
党
事
務
所
が
衆
議
院
議
員
又
は
参
議

院
議
員
が
所
属
し
て
い
る
政
党
の
主
た
る
事
務
所
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６
　
総
務
大
臣
は
、
対
象
政
党
か
ら
当
該
対
象
政
党
に
係
る
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地

並
び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
の
解
除
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
又
は
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
対
象
政
党
事
務
所
が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
所
属
し
て
い
る
政
党
の

主
た
る
事
務
所
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
並

び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
総
務
大
臣
は
、
対
象
政
党
事
務
所
及
び
当
該
対
象
政
党
事
務
所
の
敷
地
並
び
に
当
該
対
象
政
党
事
務
所
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
外
国
公
館
等
の
指
定
等
）

第
五
条
　
外
務
大
臣
は
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
使
節
団
の
公
館
、
領
事

関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
１
（
ｊ
）
に
規
定
す
る
領
事
機
関
の
公
館
及
び
条
約
に
お
い
て
不
可
侵
と

さ
れ
る
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
の
事
務
所
並
び
に
別
表
に
定
め
る
外
国
要
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「
外
国
要
人
」
と
い
う
。）
の
所
在
す
る
場
所
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
外
国
公
館
等
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
務
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又

は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定

す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、

当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
を
指
定
し
、
及

び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。

４
　
外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指

定
し
、
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館

等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在

す
る
場
所
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象

外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
期
間
）
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公

館
等
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報

で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館

等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
指

定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８
　
外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館

等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
指
定
等
）

第
六
条
　
防
衛
大
臣
は
、
自
衛
隊
の
施
設
並
び
に
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障

条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
条
第

一
項
の
施
設
及
び
区
域
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る

危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を

指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地

域
を
、
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域

を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
防
衛
大
臣
は
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
防
衛

関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
名

称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
防
衛
大
臣
は
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
防
衛

関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に

当
該
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
防
衛
大
臣
は
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
防
衛
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
防
衛

関
係
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
対
象
空
港
の
指
定
等
）

第
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
の
う
ち
、
第

一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
空
港
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通

大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き

は
、
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
空
港
に

係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並

び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
警
察
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
対
象
空
港
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並

び
に
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
指
定
を
解
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
原
子
力
事
業
所
の
指
定
等
）

第
八
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
原
子
力
事
業
所
で
あ
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ

き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又
は
社
会
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷

し
、
又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
対

象
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
施
設
に
対
し
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
広
域
に
わ
た
り
、

国
民
の
生
命
及
び
身
体
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第

一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

国
家
公
安
委
員
会
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は

区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト

ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又

は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
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し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域
を
含
む
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
海
上
保
安

庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対

象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
対
象
原
子
力
事
業

所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報

で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対

象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

直
ち
に
当
該
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
対
象
原
子
力
事
業
所
及
び
当
該
対
象
原
子
力
事
業
所
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対

象
原
子
力
事
業
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
施
設
等
の
周
知
）

第
九
条
　
国
は
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
（
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
敷
地
及
び
区
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
及
び
対

象
施
設
周
辺
地
域
に
関
す
る
地
図
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

（
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
）

第
十
条
　
何
人
も
、
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象

施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
対
象
施
設
の
管
理
者
又
は
そ
の
同
意
を
得
た
者
が
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お

い
て
行
う
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

二
　
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（
正
当
な
権
原
を
有
す
る
者
に
限
る
。）
又
は
そ
の
同
意
を
得
た
者
が
当

該
土
地
の
上
空
に
お
い
て
行
う
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

三
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
行
う
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

３
　
前
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（
第
二
号
及
び
第

四
号
に
定
め
る
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省
令
、
第
三
号
に
定
め
る
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
防
衛
省

令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺

地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
者
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
及

び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
通
報
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
が
、
防
衛
大
臣
が
警
察
庁
長
官
に

協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
な
当
該
通
報

に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
　
皇
宮
警
察
本
部
長

二
　
海
域
を
含
む
対
象
施
設
周
辺
地
域
　
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長

三
　
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
（
自
衛
隊
の
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
三
項
及
び
第

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
　
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者

四
　
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
　
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
（
以

下
「
対
象
空
港
管
理
者
」
と
い
う
。）

（
対
象
施
設
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
）

第
十
一
条
　
警
察
官
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
行
わ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該
小
型
無
人
機
等

の
飛
行
に
係
る
機
器
を
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
か
ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
対
象
施
設
に
対
す
る
危
険

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当
該
措
置
を

と
ら
な
い
と
き
、
そ
の
命
令
の
相
手
方
が
現
場
に
い
な
い
た
め
に
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
又
は
同
項
の
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
い
と

ま
が
な
い
と
き
は
、
警
察
官
は
、
対
象
施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
妨
害
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
皇
宮
護
衛
官
及
び
海
上
保
安
官
並
び
に
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
を
職

務
上
警
護
す
る
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執

行
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
自
衛

官
が
職
務
上
警
護
す
る
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
が
」

と
、「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
、
前
二
項
中
「
対
象
施
設
に
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
に
」
と
、「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
施
設
及
び
そ

の
指
定
敷
地
等
並
び
に
そ
の
上
空
以
外
の
場
所
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て

は
、
警
察
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
及
び
海
上
保

安
官
）
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
が
警
察
庁
長
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該

自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及
び
海
上
保
安
庁
長
官
）
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
行
う
と
き
に
限
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
対
象
空
港
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
飛
行
す
る
小
型
無
人
機
又
は
特
定

航
空
用
機
器
の
有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
巡
視
そ
の
他
の
措
置
を
国
土
交
通
大
臣
が
警
察

庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
と
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
施
設
に
お
け
る
滑
走
路
の
閉
鎖
そ
の
他
の
当
該
対
象

施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
対
象
空
港
管
理
者
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
項
中
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
対
象
空
港
管
理
者

が
管
理
す
る
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
に
限
る
。）
が
」

と
、「
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、「
対
象
施
設
周

辺
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
」
と
、「
対
象
施
設
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

対
象
施
設
に
」
と
、「
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
」
と
、「
命
ず
る
」
と

あ
る
の
は
「
自
ら
命
じ
、
又
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
委
任
し
た
者
に
命
じ
さ
せ
る
」
と
、
同
項
及
び
第
二
項
中
「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は

「
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
並
び
に
そ
の
上
空
以
外
の
場
所
及
び
そ
の
上
空
に

お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、

警
察
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
委
任
し
た

者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
及
び
海
上
保
安
官
）
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通

大
臣
が
警
察
庁
長
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
対
象
空
港
管
理
者
又
は
そ
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く

は
委
任
し
た
者
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及
び
海
上
保
安
庁
長
官
）
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
行
う
と
き
に
限
る
」
と
、
同
項
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
命
じ
、
若
し
く
は
命
じ
さ
せ
る
」

と
、「
対
象
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
対
象
施
設
」
と
、「
、
当
該

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
破
損
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
自
ら
と
り
、
又
は
同
項
の
指
定
し
た
職
員
若
し
く
は
同
項
の
委
任
し
た
者
に
と
ら
せ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

６
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
職
務
を
執
行
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
対
象
空
港
管
理
者
は
、
第
二
項
（
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
（
前
条
第
一
項
又
は
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第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
た
者
を
除
く
。）
に
対
し
、
当
該
措
置
に
よ
り

通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
政
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ

る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
）

第
十
三
条
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
で
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
を
行
っ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第

一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
二
号
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
項
及
び
第
六

項
、
第
六
条
並
び
に
第
十
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条
　
国
は
、
速
や
か
に
、
重
要
な
施
設
に
対
す
る
上
空
か
ら
の
危
険
の
未
然
の
防
止
の
在
り
方
、
小
型
無
人
機

の
安
全
な
飛
行
の
確
保
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
小
型
無
人
機
の
多
様
な
分
野
に
お
け
る
利
用
の
促
進
の
た
め
の

施
策
を
も
踏
ま
え
、
か
つ
、
小
型
無
人
機
に
関
連
す
る
技
術
の
進
歩
を
勘
案
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
法
律
第
一
〇
号
）　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　（
令
和
二
年
六
月
二
四
日
法
律
第
六
一
号
）　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
航
空
法
第
百
四
十
三
条
及
び
第
百
四
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
五
条
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
法

第
百
四
十
五
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
七
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
四
十
八
条
の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。）、
同
法
第
百
四
十
八
条
の
二
の
改
正
規

定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
六
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
三

の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
六
の
改
正
規
定
（「
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
（「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、

そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
部
分
及
び
同
条
各
号
に
係
る
部
分
（「
者
」
を
「
と
き
。」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。）
に
限
る
。）
並
び
に
同
法
第
百
五
十
八
条
の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。）
並
び
に

第
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
八
条
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
九
十
五
条
の
四
の
改
正
規
定
に
限
る
。）
及
び
第
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日

を
経
過
し
た
日

二
　
第
一
条
中
航
空
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
七
条

の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
八
条

の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
三
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百

三
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
三
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
三
十
五
条
第
二
十
号
及
び

第
二
十
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
八
条
第
四
号
の
改
正
規
定
（「
空
港
保
安
管
理
規
程
」
を
「
空
港

機
能
管
理
規
程
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
号
中
「
第

百
三
十
二
条
の
二
第
十
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
四
号
中

「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
九
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
三
号

中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
四
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
二

号
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条

第
一
号
中
「
第
百
三
十
二
条
」
を
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
七

条
の
四
の
改
正
規
定
（「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
同
法
第
百
五
十
八
条
第
一
号
の
改
正
規
定
（「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十

七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
（
自
衛
隊
法
第

百
七
条
第
一
項
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
五
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
改

正
規
定
に
限
る
。）、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
　
前
三
条
及
び
附
則
第
十
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

別
表
　
外
国
要
人
（
第
五
条
関
係
）

一
　
外
国
の
元
首
（
当
該
国
の
憲
法
に
基
づ
き
元
首
の
任
務
を
遂
行
す
る
団
体
の
構
成
員
を
含
む
。）
及
び
外
国

の
元
首
の
任
務
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
の
構
成
員

二
　
外
国
の
政
府
の
長
及
び
外
国
の
政
府
の
長
の
任
務
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
家

族
の
構
成
員

三
　
外
国
の
外
務
大
臣
及
び
こ
れ
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員
並
び
に
外
国
の
外
務
大
臣
に
準
ず
る
地
位
に
あ

る
者

四
　
外
国
の
外
務
大
臣
以
外
の
外
国
の
大
臣
及
び
こ
れ
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員
並
び
に
外
国
の
外
務
大
臣
以

外
の
外
国
の
大
臣
に
準
ず
る
地
位
に
あ
る
者

五
　
国
際
連
合
の
事
務
総
長
及
び
事
務
次
長
並
び
に
我
が
国
が
加
盟
国
と
な
っ
て
い
る
国
際
機
関
の
事
務
局
長
並

び
に
こ
れ
ら
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
外
務
大
臣
が
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
の
接
遇
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め

て
指
定
す
る
も
の

4


